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　さらに今回の改正で、2028年以降に建築確認を受けた住宅は、省エネ基準に
適合しているだけでは対象外になることが決まりました。また、中古住宅で控
除期間が13年となるためには、省エネ基準適合以上の性能を満たしていること
が条件となります。
　加えて2028年以降の入居から、土砂災害などのリスクが高いいわゆる「災害
レッドゾーン」の新築住宅は住宅ローン減税の適用対象外となります。

株式会社さくら事務所（東京都渋谷区／社⻑：大⻄倫加）は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこ
と」を理念として活動する、業界初の個人向け総合不動産コンサルティング企業です。1999年、不動産コンサルタント長嶋修が設立。第三者
性を堅持した立場から、利害にとらわれない住宅診断（ホームインスペクション）やマンション管理組合向けコンサルティング、不動産購入
に関する様々なアドバイスを行う「不動産の達人サービス」を提供、74,000組を超える実績を有しています。

市場へのインパクトは金利上昇以上か。鮮明になる資産価値の“境界”

【2026年度税制改正】中古住宅の「住宅ローン減税」大幅拡充！
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　個人向け総合不動産コンサルティング・ホームインスペクション（住宅診断）、マンション管理組合向けコンサルティングを行う

“不動産の達人 株式会社さくら事務所”（東京都渋谷区／社⻑：大⻄倫加）は、2026年度税制改正大綱の公表を受け、さくら事務所・ら
くだ不動産取締役副社長COOの山本直彌が不動産市場への影響を考察したコラムを公開いたしました。本件に関する取材やご質問が
ございましたらお気軽にお問い合わせください。

さくら事務所について

中古住宅の借入限度額・控除期間が拡充

省エネ推進が加速。新築住宅はレッドゾーンが対象外に

　中古住宅の控除期間は最大13年、借入限度
額も新築住宅と同程度まで引き上げられま
す。新築住宅に限られていた「40㎡以上」と
いう床面積要件も中古住宅にも適用される見
通しです。

　近年、新築住宅の価格高騰は著しく、供給
数も減少していることから、中古住宅（既存
住宅）の流通量は年々増加傾向にあります。
住宅ローン減税の拡充は、今後さらに中古シ
フトが加速していくことを意味しています。
　

　今後は中古シフトが加速するだけでなく、省エネ性能や災害リスクといっ
た住宅の質や立地条件が資産価値に影響する時代になるはずです。さくら事
務所が提唱してきたホームインスペクションも、新築・中古問わず売買時に
実施されることが当たり前になってきました。　

　流通の在り方もさらに変化していくことになるでしょう。今後はさらに、
価格や立地に加え、建物の性能や状態、税制上の恩恵などを適切にアピール
することが流通の促進に寄与していくことになるはずです。

出典：国土交通省

  　2026（令和8）年度税制改正のポイント。 住宅ローン減税が大幅拡充！中古シフト加速へ  　

＼詳細はコラムで解説／

利上げにより住宅ローン金利は一定程度上昇するでしょうが、中古住宅の借入限度額や控除期間の拡
充は金利上昇以上にインパクトのある改正といえるかもしれません。
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